
索　
　

引

（
一
八
四
五
）

日
本
法
学　

第
八
十
巻　

索　

引

論　
　
　

説

号

キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
吉　

原　

達　

也
…
一
（　
　

一
）

金
融
機
関
の
融
資
局
面
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鬼　

頭　

俊　

泰
…
一
（　

三
九
）

朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
刑
罰
史
の
一
幕
―
―

新　

井　
　
　

勉
…
二
（　
　

一
）

名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て
―
―

小　

林　

忠　

正
…
二
（　

二
三
）

『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　

 …
…
…
…
…
…
…

―
―
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』
レ
グ
ラ
エ
論
序
章
―
―

吉　

原　

達　

也
…
二
（　

七
七
）

フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
行
税
財
政
改
革

伊　

藤　
　
　

悟
…
二
（
一
〇
七
）

高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
尾　

田　

清　

貴
…
二
（
一
三
九
） 頁

三
八
九



（
一
八
四
六
）

日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係

甲　

斐　

素　

直
…
二
（
一
七
九
）

タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
友　

岡　

史　

仁
…
二
（
二
一
七
）

国
家
主
権
の
行
使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
百　

地　
　
　

章
…
二
（
二
五
五
）

連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て

小　

林　

宏　

晨
…
二
（
二
八
一
）

日
露
戦
争
と
人
道
主
義　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
松
山
俘
虜
収
容
所
に
お
け
る
ロ
シ
ア
傷
病
者
救
護
の
検
討
―
―

喜　

多　

義　

人
…
二
（
三
三
三
）

受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川　

貞　

之
…
二
（
三
七
一
）

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度　
　
　
　
　
　
　
　

 …

―
―
域
外
適
用
と
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ら
び
に
監
査
等
委
員
会
制
度
な
ど
の
接
点
―
―

藤　

川　

信　

夫
…
二
（
四
一
五
）

譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
譲
渡
無
能
力
者
へ
の
弁
済
も
含
ん
で
―
―

北　

居　
　
　

功
…
三
（　
　

三
）

委
任
に
お
け
る
任
意
解
除
権
の
規
範
的
性
質
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川　

貞　

之
…
三
（　

三
九
）

三
九
〇



索　
　

引

（
一
八
四
七
）

明
治
二
六
年
の
敷
金
慣
習
調
査
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…

―
―
「
土
地
建
物
貸
借
ノ
敷
金
ニ
関
ス
ル
慣
例
取
調
書
」
の
紹
介
を
か
ね
て
―
―

岡　
　
　
　
　

孝
…
三
（
一
一
七
）

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
と
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高　

橋　

め
ぐ
み
…
三
（
一
三
九
）

産
業
廃
棄
物
の
不
適
正
処
理
と
行
政
代
執
行
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
環
境
法
と
民
法
の
交
錯
を
中
心
に

小
賀
野　

晶　

一
…
三
（
一
六
九
）

医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
制
度
が
医
療
事
故
補
償
制
度
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

構
想
に
与
え
る
示
唆
に
つ
い
て

山　

口　

斉　

昭
…
三
（
二
〇
三
）

診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
米
国
の
法
状
況
を
参
考
に
し
て

峯　

川　

浩　

子
…
三
（
二
四
五
）

担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
敷
金
関
係
を
中
心
に

清　

水　

恵　

介
…
三
（
三
〇
三
）

中
国
に
お
け
る
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
胡　
　
　

光　

輝
…
三
（
三
二
九
）

原
子
力
災
害
に
関
す
る
法
制
に
つ
い
て
の
一
考
察　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…

―
―
「
原
子
力
災
害
」
に
関
す
る
ハ
ー
ド
・
ロ
ー
、
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
、
ケ
ー
ス
・
ロ
ー
の
交
錯
を
中
心
に
―
―

松　

嶋　

隆　

弘
…
三
（
三
六
一
）

会
社
法
下
に
お
け
る
株
主
総
会
等
の
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
酒　

巻　

俊　

之
…
三
（
四
〇
一
）

三
九
一



（
一
八
四
八
）

日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察

―
―
米
国
の
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
と
英
国
会
社
法
の
一
般
的
義
務
、
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
…
…
…

　
　

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
等
の
接
点
―
―

藤　

川　

信　

夫
…
三
（
四
三
九
）

イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
…
…
…
…
…
…
…
大
久
保　

拓　

也
…
三
（
四
九
三
）

航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
工　

藤　

聡　

一
…
三
（
五
二
五
）

判
例
に
お
け
る
「
法
意
」
の
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
藤　

村　

和　

夫
…
三
（
五
五
九
）

金
銭
債
権
の
一
部
請
求
に
つ
い
て
の
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松　

本　

幸　

一
…
三
（
五
九
一
）

各
種
社
会
保
障
制
度
と
損
益
相
殺
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金　

光　

寛　

之
…
三
（
六
四
七
）

行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
加　

藤　

康　

榮
…
四
（　
　

一
）

わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
疑
問
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
野　

村　

和　

彦
…
四
（　

三
五
）

翻　
　
　

訳

国
際
法
の
ド
イ
ツ
環
境
法
へ
の
影
響
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
ー
ニ
ヒ

甲　
斐　
素　
直　

訳
…
一
（　

六
七
）

三
九
二



索　
　

引

（
一
八
四
九
）

英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
「
英
国
法
は
大
学
で
教
え
る
こ
と
が
可
能
か
？
」
―
―

Ａ
・
Ｖ
・
ダ
イ
シ
ー　

著

加　
藤　
紘　
捷　

訳

菊　
池　
肇　
哉

…
一
（　

八
五
）

『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｊ・Ｊ・バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン　

著

吉　
原　
達　
也　

訳
…
四
（　

七
三
）

ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に

お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
例
と
し
て
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ホ
イ
プ
ラ
イ
ン

永　
田　
誠　
翻
訳
監
修

永　
田　
洋　
平　
翻
訳
…
四
（
一
二
九
）

英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
教
育
に
学
ぶ
」
―
―

Ａ
・
Ｖ
・
ダ
イ
シ
ー　

著

加　
藤　
紘　
捷　

訳

菊　
池　
肇　
哉

…
四
（
一
五
三
）

研
究
ノ
ー
ト

戦
争
と
連
邦
最
高
裁
判
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
ス
ト
ー
ン
第
一
二
代
長
官
及
び
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
第
一
三
代
長
官
の
時
代
―
―

甲　

斐　

素　

直
…
一
（
一
四
三
）

訴
因
の
特
定
と
訴
因
変
更
の
要
否　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
平
成
一
三
年
決
定
と
訴
因
の
機
能
―
―

三　

明　
　
　

翔
…
一
（
一
九
七
）

三
九
三



（
一
八
五
〇
）

日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
…
…
…
…
…
…
…
…
小　

林　

宏　

晨
…
四
（
一
九
九
）

社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
ウ
ォ
ー
レ
ン
第
一
四
代
長
官
の
時
代
―
―

甲　

斐　

素　

直
…
四
（
二
三
七
）

大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
阿　

部　

徳　

幸
…
四
（
二
九
五
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
…
…
…
…
…
…
…
中　

村　
　
　

進
…
四
（
三
三
五
）

判
例
研
究

民
法
九
〇
〇
条
四
号
但
書
前
段
と
憲
法
一
四
条
一
項
を
め
ぐ
る

非
嫡
出
子
の
法
定
相
続
分
問
題　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…

―
―
最
大
決
平
成
二
五
年
九
月
四
日
金
融
法
務
事
情
一
九
七
八
号
三
七
頁
（
平
成
二
四
年
ク
第
九
八
四
号
・

　
　

第
九
八
五
号
遺
産
分
割
審
判
に
対
す
る
抗
告
棄
却
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
事
件
）
―
―

百　

地　
　
　

章

小　

関　

康　

平
…
一
（
二
三
三
）

柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
船　

山　

泰　

範
…
四
（
三
七
五
）

三
九
四
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